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国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月10日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月31日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 5月31日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 5月31日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 5月31日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 5月31日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日

5 2017（平成29年）

法人インフォメーション　経済産業省が本年１月から運用を開始しているＷebサイト。
国税庁の法人番号公表サイトと同様、知りたい法人の法人番号・法人名（商号）・所在地
の基本３情報がわかる他、各省庁が保有するその法人に関する許認可、委託契約受注、
補助金交付、表彰受賞等の情報がある場合には、一括で検索・閲覧できます。
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５月号─2

　

老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
（
国
民
年
金
の

保
険
料
納
付
済
期
間
や
厚
生
年
金
保

険
、
共
済
組
合
等
の
加
入
期
間
を
含

む
）
と
国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
期

間
な
ど
を
合
算
し
た
期
間
（
以
下
、

「
資
格
期
間
」
と
い
い
ま
す
）
が
一
定

以
上
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
資
格
期
間
は

原
則
と
し
て
「
二
十
五
年
」
以
上
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
九

年
八
月
一
日
か
ら
は
、
資
格
期
間
が

「
十
年
」
以
上
あ
れ
ば
老
齢
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

一
　
年
金
請
求
書
の
送
付

　

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
時
点
の

資
格
期
間
が
十
年
以
上
二
十
五
年
未

満
の
者
で
あ
っ
て
、
老
齢
年
金
を
請

求
し
得
る
年
齢
に
該
当
す
る
も
の
に

は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
ま
で
の
間

に
「
年
金
請
求
書
」
が
住
所
地
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

　

記
載
方
法
や
年
金
請
求
に
必
要
な

添
付
書
類
（
戸
籍
謄
本
・
住
民
票
等
）

の
案
内
に
つ
い
て
は
、
年
金
請
求
書

と
併
せ
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
生
年
月
日
に
応
じ
た
送
付
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
下
さ
い
。

※
請
求
手
続
き
は
平
成
二
十
九
年
八

月
一
日
以
前
で
も
可
能
で
す
。

二
　
年
金
の
受
取
・
相
談

　

年
金
事
務
所
の
窓
口
で
請
求
を
し
、

支
給
決
定
が
行
わ
れ
る
と
、
平
成
二

十
九
年
八
月
以
降
に
「
年
金
証
書
・

年
金
決
定
通
知
書
」
が
住
所
地
に
送

付
さ
れ
、
平
成
二
十
九
年
十
月
以
降

に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
、
相
談
受
付
時
間
の
案

内
の
ほ
か
、
混
雑
状
況
・
混
雑
予
測

も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
請
求

手
続
き
や
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
を

希
望
す
る
場
合
は
、
利
用
さ
れ
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

三
　
支
給
停
止

　

資
格
期
間
の
短
縮
に
よ
り
老
齢
年

金
の
受
給
権
が
発
生
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
次
の
調
整
ル
ー
ル
に
よ
り

年
金
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給

停
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

㈠
　
報
酬
と
の
調
整

　

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
つ

い
て
は
、
勤
務
先
か
ら
受
け
る
報
酬

と
年
金
と
の
調
整
に
よ
り
年
金
額
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

調
整
方
法
は
、
六
五
歳
未
満
と
六

五
歳
以
上
と
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。

①　

六
十
五
歳
未
満

　
　

六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
報
酬

（
注
１
）
と
年
金
（
注
２
）
の
月
額
の
合
計

が
「
二
十
八
万
円
」
以
下
の
と
き

に
全
額
が
支
給
さ
れ
、
二
十
八
万

円
を
上
回
る
場
合
は
、
所
定
の
計

算
方
法
に
よ
る
支
給
停
止
が
行
わ

れ
ま
す
。

②　

六
十
五
歳
以
上

　
　

六
十
五
歳
以
上
の
者
は
、
報
酬

と
年
金
の
月
額
の
合
計
が
「
四
十

六
万
円
」（
注
３
）
以
下
の
と
き
に
全
額

が
支
給
さ
れ
、
四
十
六
万
円
を
上

回
る
場
合
は
、
所
定
の
計
算
方
法

に
よ
る
支
給
停
止
が
行
わ
れ
ま
す
。

注
１　
「
報
酬
」
…
年
金
と
の
調
整

に
用
い
る
報
酬
を
「
総
報
酬
月
額

相
当
額
」
と
い
い
、「（
そ
の
月
の

標
準
報
酬
月
額
）
＋
（
直
近
一
年

間
の
標
準
賞
与
額
の
合
計
）
／
十

二
」
に
よ
っ
て
算
出
し
ま
す
。

注
２　
「
年
金
」
…
六
十
五
歳
未
満

の
者
は
「
加
給
年
金
額
を
除
い
た

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
月

額
」、六
十
五
歳
以
上
の
者
は
「
加

給
年
金
額
を
除
い
た
老
齢
厚
生
年

金
（
報
酬
比
例
部
分
）
の
月
額
」

を
用
い
ま
す
。

注
３　
「
四
十
六
万
円
」
…
従
来
は

「
四
十
七
万
円
」
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
二
十
九
年
度
は

「
四
十
六
万
円
」
に
改
定
さ
れ
ま

し
た
。

㈡
　
雇
用
保
険
と
の
調
整

　

雇
用
保
険
の
失
業
給
付
（
基
本
手

当
）、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
金
を

受
け
て
い
る
者
は
、
年
金
額
の
全
部

ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

①　

基
本
手
当
と
の
調
整

　
　

六
十
五
歳
未
満
の
者
に
支
給
さ

れ
る
老
齢
厚
生
年
金
と
雇
用
保
険

の
基
本
手
当
は
同
時
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
の
申
込

み
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
基
本
手
当
の
受
給
期
間
が

経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
（
ま
た

は
所
定
給
付
日
数
を
受
け
終
わ
っ

た
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
、
老
齢

厚
生
年
金
が
全
額
支
給
停
止
さ
れ

ま
す
。

②　

雇
用
継
続
給
付
と
の
調
整

年
金
受
給
の

　資
格
期
間
短
縮
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厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い

る
者
に
老
齢
年
金
の
受
給
権
が
生

じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が

雇
用
保
険
の
「
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
注
」を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

前
記
㈠
の
報
酬
と
の
調
整
に
よ
る

支
給
停
止
の
ほ
か
、
高
年
齢
雇
用

継
続
給
付
と
の
調
整
に
よ
り
老
齢

厚
生
年
金
の
一
部
が
支
給
停
止
の

対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注　
「
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
」
…

雇
用
保
険
の
加
入
期
間
が
五
年
以

上
あ
る
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未

満
の
者
を
対
象
と
す
る
制
度
で
す
。

六
十
歳
以
降
に
受
け
る
賃
金
額
が

六
十
歳
到
達
時
の
七
十
五
％
未
満

と
な
っ
た
と
き
に
、
雇
用
保
険
か

ら
支
給
（
給
付
額
は
賃
金
の
低
下

割
合
に
よ
り
求
め
、
賃
金
額
の
十

五
％
に
相
当
す
る
額
が
上
限
）
さ

れ
ま
す
。

四
　
他
の
年
金
と
の
調
整

　

資
格
期
間
の
長
さ
が
短
縮
さ
れ
る

こ
と
に
伴
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
な
ど

の
受
給
権
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
年
金
は
「
一
人
一
年
金
」

が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
を
受
給
し
て
い
る

者
に
、
さ
ら
に
老
齢
年
金
の
受
給
権

が
生
じ
た
と
き
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
に

支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年
金
と
老

齢
厚
生
年
金
」、「
遺
族
厚
生
年
金
と

老
齢
基
礎
年
金
」
な
ど
、
併
せ
て
受

給
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
給

付
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
制
度
、

受
給
し
て
い
る
年
金
の
種
類
等
に
応

じ
て
取
り
扱
い
が
様
々
な
た
め
、
他

の
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
事
務
所
に
て
相
談
の
上

で
請
求
手
続
き
を
行
っ
て
い
く
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

五
　
資
格
期
間
が
十
年
未
満
の
と
き

　

十
年
以
上
の
資
格
期
間
が
な
い
者

で
あ
っ
て
も
、
各
種
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
年
金
受
給
に
必
要
な
資

格
期
間
を
満
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

㈠
　
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　

本
人
の
申
出
に
よ
り
任
意
加
入
を

し
、
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
、「
保

険
料
」
と
い
い
ま
す
）
を
納
め
る
こ

と
で
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

制
度
概
要
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し

ま
す
。

・　

六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
老
齢

基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を
受
け

て
い
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
ま

す
。

・　

六
十
五
歳
未
満
の
者
は
、
資
格

期
間
（
十
年
）
を
満
た
し
た
後
も

引
き
続
き
任
意
加
入
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
年
金
額
を
増
額

し
た
い
場
合
）
。

・　

資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い

場
合
は
七
十
歳
ま
で
任
意
加
入
で

き
ま
す
。

㈡
　
後
納
制
度

　

過
去
五
年
以
内
に
保
険
料
を
納
付

し
て
い
な
い
月
が
あ
る
場
合
、
保
険

料
の
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
の
後
納
制
度
は
、
平
成
二
十
七

年
十
月
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
ま
で

の
三
年
間
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
を
要
し
ま
す
。

　

な
お
、
過
去
「
十
年
」
の
分
を
後

納
す
る
制
度
は
、
平
成
二
十
七
年
九

月
三
十
日
を
も
っ
て
終
了
し
て
お
り
、

現
行
で
は
「
五
年
」
の
後
納
の
み
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈢
　
特
定
期
間
該
当
届

①　

背
景

　
　

会
社
員
や
公
務
員
（
第
二
号
被

保
険
者
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
（
専
業
主
婦
・
主
夫
：
第
三

号
被
保
険
者
）
は
、
保
険
料
を
納

め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
第

二
号
被
保
険
者
が
会
社
を
退
職
し

た
と
き
や
、
第
三
号
被
保
険
者
自

身
の
年
収
が
増
え
被
扶
養
者
か
ら

外
れ
た
と
き
等
に
は
、
届
出
（
第

三
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保

険
者
へ
の
切
り
替
え
）
を
し
、
保

険
料
を
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

　
　

こ
の
届
出
が
二
年
以
上
遅
れ
た

場
合
、
二
年
よ
り
前
の
期
間
は
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

保
険
料
の
「
未
納
期
間
」
が
発
生

し
て
い
ま
し
た
。

②　

制
度
改
正

　
　

平
成
二
十
五
年
に
制
度
改
正
が

行
わ
れ
前
記
の
事
情
に
該
当
す
る

者
が
「
特
定
期
間
該
当
届
」
を
提

出
し
た
と
き
は
、「
未
納
期
間
」を
、

年
金
受
給
に
必
要
な
資
格
期
間
に

算
入
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

な
お
、「
特
定
期
間
該
当
届
」

の
提
出
を
し
た
と
き
は
、
最
大
で

十
年
分
の
保
険
料
を
遡
っ
て
納
め

る
こ
と
も
で
き
ま
す（「
特
例
追
納
」

と
い
い
ま
す
）。
納
付
で
き
る
期

間
は
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
年
金
額
の
増
額
を

希
望
さ
れ
る
際
は
、
特
例
追
納
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。



５月号─4

　公的年金は、物価や賃金水準の変動に基
づく改定ルールにより、毎年度見直しが行
われています。平成29年度の年金額等に
ついて説明します。
１　年金額
　平成29年度は、物価変動率（マイナス
0.1％）を反映し、前年度より引き下げて
支給することとされました。
　改定後の金額による支払いは、４月分の
年金が支払われる６月からとなります。
　改定された年金額の例を掲げます。
①　国民年金
　　国民年金保険料を40年間納付したと
きの１月あたりの老齢基礎年金額は
64,941円（前年比マイナス67円）です。

②　厚生年金
　　夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準
的な年金額は、１月あたり221,277円（前
年比マイナス227円）です。

※　夫が平均的収入｛平均標準報酬（賞与
含む月額換算）42.8万円｝で40年間就業
し、妻がその期間すべて専業主婦であっ
た世帯が年金を受け取り始める場合の給
付水準として厚生労働省より公表されて
いるものです。
２　国民年金保険料
　平成29年度の保険料額は月額16,490
円となり、平成28年度と比べ230円の引
上げとなります。
※国民年金保険料は、平成16年の制度改
正により、平成29年度まで毎年段階的
に引き上げられています。
３　在職老齢年金
　会社員等が働きながら老齢厚生年金を受
給しているときは、報酬と年金との調整が
行われます（在職老齢年金）。
　平成29年度は、65歳未満の支給停止調
整変更額と65歳以降の支給停止調整額が
46万円（従来は47万円）に改定されました。
なお、65歳未満の支給停止調整開始額（28
万円）については変更ありません。

年金額等の改定

　雇用保険関係手続（電子申請を含む）の
迅速な処理のため、平成29年２月に全国
のハローワークで手続きの見直しが行われ
ました。その一部を説明します。
　届出処理については「離職票の発行手続
を最優先」とし、「資格取得届等の処理に
は時間がかかる場合がある」とされていま
す。特に時間を要する例として、前職での
資格喪失処理が終了していない場合や、雇
用保険被保険者番号が不明の場合などが掲
げられています。
　また、電子申請については、離職票発行
時の添付書類（「離職証明書の記載内容に
関する確認書」および「被保険者の確認を
得られないやむを得ない理由についての疎
明書」）の添付省略※などが可能とされまし
た。
※電子申請時の添付は省略できますが、後
日確認する場合があり、「書類の取得と
保存をお願いします」とされています。
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